
２万円の臨時特別定額給付金

総務課　☎ 22-0511
まだ申請がお済でない方は12/25まで

INFORMATION
市外局番は 0994 まちからのお知らせ代表☎ 0994-22-0511まちからのお知らせ

毎年 11 月３日に開催している錦江町文化祭は、新
型コロナ感染拡大防止のため中止されましたが、
町文化協会、小中学校の児童生徒の作品展示のみ
開催します。絵画や手芸、短歌、写真など個性光
る数々の作品を、この機会にぜひご覧ください。

11 月 28 日、「人間関係と心の健康」をテーマに
安田女子大学の金坂弥起教授による自殺予防講演
会を開催します。中高生の子どもから大人まで、
幅広い年代が、楽しく深く学べる２時間となりま
す。入場は無料ですので、ぜひご参加ください。

税込 550 円で 12/18 金まで

政策企画課　☎ 22-3032
８年ぶりにリニューアルした県民手帳

町内４カ所に義援金箱を設置

錦江町社会福祉協議会　☎ 22-2000
令和２年７月豪雨災害の被災地復興支援

「人間関係と心の健康」講演会

保健福祉課　☎ 22-3041
大切な人の「生きる」を支えるために

場所▶錦江町文化センター
（ギャラリー ･ ホワイエ）

日時▶11月28 日土 10 時 ～ 12 時

場所▶錦江町文化センター　ホール

定員▶ 300 名　申込締切▶11月 20 日金
申込先▶役場 保健福祉課 ☎ 22-3041

絵画 / 手芸 / 写真 / 短歌 / 書写作品 / 作文など（予定）

▶錦江町文化協会各団体・小中学校

9:30 開場

展示作品

2021 年版鹿児島県民手帳を販売しています。鹿
児島のイベントや暮らしの相談窓口など情報満載
の一冊。2022 年３月まで使えます。

本庁政策企画課と支所住民生活課で販売しています。在庫
がなくなり次第終了。「ブックセンターひろくま」「ファミ
リーマート大根占城元店」「ローソン錦江神川店」でも販売。

販売期間▶ 12月18日金まで

貸店舗を年額 12 万円で貸付

総務課　☎ 22-0511
店舗や事務所として使用する個人や法人

令和２年 12 月で貸付期間満了となる物件を、店
舗や事務所として使用する個人・法人を募集しま
す。希望者は 11 月 27 日金までにお申込みくださ
い。応募者多数の場合は抽選となります。

サイズ▶縦 150mm×横 85mm
色種類▶赤と黒の２種類

価　格▶550 円（税込）
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販売開始▶11月２日月 午前９時から

販売場所▶錦江町商工会本所 / 田代支所
販売金額▶１冊 4,000 円（額面 5,000 円）

［500 円券× 10 枚・１人１日５冊まで購入可］
使用期限▶令和３年１月 31 日まで
問合せ先▶錦江町商工会 ☎ 22-2521

4,000 円で 5,000 円分の食事ができる、プレミア
ム率 25％のお得な食事券を販売しています。１回
の購入につき、１人５冊まで購入可能（購入回数の
制限はありません）。11 月２日月から商工会本所と
田代支所で販売しますのでぜひご利用ください。

禧明館 / 　我利多 / さかえ /
ホテルたけや / 居酒屋和人 /
やぶれ茶屋 / のりちゃん亭 /
大滝の茶屋/虹の笑/よろっ
で / トロピカルガーデンかみかわ /
鹿児島おかえり市場 / 花瀬川苑 /KINKO ☆ BASE

錦江町の利用店↓

町外在住の方も購入できます

売り切れ次第終了

全14店
利用店

錦江町 GOTO イート販売開始

錦江町商工会　☎ 22-2521
4,000 円で 5,000 円分のお得な食事券

事業支援として一律３万円給付

産業振興課　☎ 22-3034
新型コロナの影響を受ける小規模事業

必要書類▶貸付申請書・事業計画書・収支計画書
申込条件▶店舗か事務所として使用 / 町内に住所
を有する個人・法人 / 町税などの滞納がないこと
提出先▶錦江町役場 総務課

申込期限▶11月27日金
※応募者多数の場合は抽選

宅地 247.18㎡  床面積 122.49㎡（鉄骨造）

家賃▶年額12万円（現状渡しとなります）

▶錦江町城元 328 番地 1物件情報

展示期間
開館時間

11月27日金　　12月６日日

錦江町作品展示会を開催

教育課　☎ 22-0517
錦江町文化協会・小中学校の作品展示

9:00 ～ 17:00

申請書
総務課と支所
住民生活課で
もらえます

今年７月の豪雨災害で被災された地域で
は、新型コロナの影響もあり復興の遅れが

不安視されています。錦江町社会福祉
協議会では復興支援として義援金を受
付中。義援金は全額被災地へ届けられ
ますので、ご協力よろしくお願いします。

義援金受付総額▶ 47件547,234円（10/31現在）
麓むつみ会（１件）
※10月１日～31日までの自治会受付分を掲載しています。（受付順）

寄せられた義援金は日本赤十字社を通じて全額被災地へ

錦江町役場本庁 /役場田代支所 /総合
交流センター /田代保健福祉センター設置場所

町内４カ所

新型コロナウイルス感染拡大による各家庭への支援
策として、国の定額給付金とは別に錦江町臨時特
別定額給付金を町民１人につき２万円支給していま
す。まだ申請がお済でない方は、申請書に必要書類
を添えて、12 月 25 日金までに申請してください。

支給対象者

 申 請 期 限 12月25日金
申請方法▶郵送・持参（総務課 / 支所住民生活課）
添付書類▶身分証明書 / 振込先口座の写し
［添付書類が不

・ ・

要な方］
国の特別定額給付金（10 万円）を錦江町で手続きし、
同じ振込口座を希望する場合は添付書類が不要です。

令和２年９月８日現在の住民基本台帳登録者

新型コロナによる影響を受けている小規模事業者
や個人事業者を対象に、一律３万円の支援給付金
を支給します。（商工業者、農林水産業者含む）

1錦江町に住所を有し町内で経営している2 2019
年分の確定申告か住民税申告済みで、事業収入が
40 万円～ 200 万円3事業収入が総収入の 50％以
上4今年２月から 11 月までの期間で、
ひと月の売上が前年同月に比べて減少し
たか感染予防対策をしている（要証明）

▶次の要件をすべて満たす事業者対象となる方

申請期限▶12月10日木まで（当日消印有効）

補助金額▶一律に３万円を給付
申請先▶産業振興課 / 支所産業建設課（持参 ･ 郵送）

事業の詳細は町HP掲載
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